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台
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３月 28 日（月）～４月１日（金）３月 28 日（月）～４月１日（金）３月 28 日（月）～４月１日（金）３月 28 日（月）～４月１日（金）

国民健康保険の国民健康保険の
手続は手続は
ご自分で！ご自分で！

国民健康保険の国民健康保険の
手続は手続は
ご自分で！ご自分で！

～国民健康保険の手続チェックリスト～～国民健康保険の手続チェックリスト～

国
民
年
金
に
は

国
民
年
金
に
は

免
除
制
度

免
除
制
度
が

　
　
　
　

あ
り
ま
す

国
民
年
金
に
は

国
民
年
金
に
は

免
除
制
度

免
除
制
度
が

　
　
　
　

あ
り
ま
す

土
地
及
び
家
屋
価
格
な
ど
の
縦
覧

　

固
定
資
産
税
の
納
税
者
が
、
自

己
の
土
地
や
家
屋
の
平
成
28
年
度

の
固
定
資
産
税
評
価
額
に
つ
い
て

周
辺
の
土
地
や
家
屋
の
評
価
額
と

比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
評
価
額

が
適
正
か
を
判
断
し
て
い
た
だ
く

制
度
で
す
。

縦
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
方

　

固
定
資
産
税
を
納
め
て
い
る
方

（
納
税
者
）と
そ
の
同
居
家
族
、
納

税
者
の
委
任
を
受
け
た
方
及
び
納

税
管
理
人

縦
覧
期
間

４
月
１
日(

金)

～
５
月
２
日(

月)

手
数
料　

無
料

本
人
確
認　

運
転
免
許
証
な
ど
本

人
確
認
で
き
る
も
の
、
認
め
印
、

委
任
状(

代
理
の
場
合)

を
ご
持
参

く
だ
さ
い
。

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

　

平
成
28
年
度
の
固
定
資
産
税
算

出
の
基
礎
と
な
る
課
税
台
帳
を
確

認
で
き
ま
す
。

閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
方

　

納
税
義
務
者
と
そ
の
同
居
家
族
、

納
税
義
務
者
の
委
任
を
受
け
た
方
、

納
税
管
理
人
及
び
土
地
や
家
屋
を

借
り
て
い
る
方

閲
覧
期
間

４
月
１
日(

金)
以
降
通
年(

平
日)

８
時
30
分
～
17
時
15
分

手
数
料

５
月
２
日
（
月
）ま
で
無
料

※

５
月
６
日(

金)

か
ら
は
有
料

※

両
期
間
と
も
に
コ
ピ
ー
は
別
途

　

（
１
枚
10
円
）

本
人
確
認　

運
転
免
許
証
な
ど
本

人
確
認
で
き
る
も
の
、
認
め
印
、

委
任
状(

代
理
の
場
合)

、土
地
や

家
屋
を
借
り
て
い
る
方
は
そ
の
契

約
書
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

審
査
請
求
に
つ
い
て

　

平
成
28
年
度
の
固
定
資
産
課
税

台
帳
に
登
録
さ
れ
た
価
格
に
つ
い

て
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
固
定

資
産
の
価
格
等
を
登
録
し
た
旨
を

公
示
し
た
日
か
ら
納
税
通
知
書
を

受
け
た
日
後
３
か
月
ま
で
の
間
に

文
書
を
も
っ
て
下
田
市
固
定
資
産

評
価
審
査
委
員
会
に
審
査
請
求
を

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

固
定
資
産
税
の
第
１
期
の
納
期

限
は
５
月
２
日(

月)

で
す
。

問
合
せ
先　

税
務
課
資
産
税
係

　
　
　

（
窓
口
⑧
）☎
㉒
２
２
１
８

国
民
年
金
に
は

免
除
制
度
が

　
　
　
　

あ
り
ま
す

国民健康保険の
手続は
ご自分で！

平
成
28
年
度
の
土
地
や
家
屋
の
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
と

　
　
　
　
　
　

       

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧
が
で
き
ま
す

固
定
資
産
税
に
関
す
る
お
知
ら
せ

　

20
歳
に
な
る
と
、
学
生
で
あ
っ

て
も
日
本
国
内
に
住
む
方
は
年
金

に
加
入
し
て
国
民
年
金
保
険
料
を

納
め
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
国
民
年
金
に
は
、
経

済
的
に
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が

難
し
い
場
合
、
保
険
料
を
免
除
・

猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

※

免
除
、
猶
予
を
ご
希
望
の
方
は

　

毎
年
申
請
が
必
要
に
な
り
ま
す

　

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※

学
生
納
付
特
例
制
度
の
場
合
、

　

４
月
が
申
請
開
始
月
に
な
り
ま

　

す
の
で
特
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

４
月
か
ら
翌
年
３
月
を
１
年
度

と
し
、
前
年
所
得
に
基
づ
き
保
険

料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

特
例
を
受
け
ら
れ
る
所
得
の
め
や
す

　

所
得
が
１
１
８
万
円
＋
（
扶
養

親
族
等
の
数×

38
万
円
）
＋
社
会

保
険
料
控
除
額
等
よ
り
も
低
い
額

以
下
で
あ
る
場
合
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

　

年
金
手
帳
、
在
学
期
間
が
分
か

る
在
学
証
明
書
又
は
学
生
証
（
裏

面
に
有
効
期
限
、
学
年
、
入
学
年

月
日
の
記
載
が
あ
る
場
合
は
裏
面

も
含
む
）
の
写
し
、
認
め
印

　

本
人
・
世
帯
主
・
配
偶
者
の
前

年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
や
、

失
業
し
た
場
合
な
ど
、
保
険
料
の

納
付
が
経
済
的
に
困
難
な
場
合
は

免
除
に
な
り
ま
す
。

免
除
と
な
る
所
得
の
め
や
す

　

前
年
所
得
が
左
記
そ
れ
ぞ
れ
の

計
算
式
で
計
算
し
た
金
額
の
範
囲

内
で
あ
る
と
、
そ
の
免
除
の
対
象

と
な
り
ま
す
。

・
全
額
免
除

（
扶
養
親
族
等
の
数
＋
１
）×

35
万
円
＋
22
万
円 

・
４
分
の
３
免
除

78
万
円
＋
扶
養
親
族
等
控
除
額
＋

社
会
保
険
料
控
除
額
等

・
半
額
免
除

１
１
８
万
円
＋
扶
養
親
族
等
控
除

額
＋
社
会
保
険
料
控
除
額
等 

・
４
分
の
１
免
除

１
５
８
万
円
＋
扶
養
親
族
等
控
除

額
＋
社
会
保
険
料
控
除
額
等

○
学
生
用
の
保
険
証

　

下
田
市
外
に
住
所
を
変
更
す
る

学
生
の
た
め
に
、
学
生
用
の
保
険

証
を
交
付
し
て
い
ま
す
。
該
当
す

る
方
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

既
に
学
生
用
の
保
険
証
を
持
っ

て
い
る
方
も
、
毎
年
４
月
に
更
新

の
手
続
が
必
要
で
す
。
学
生
で
な

く
な
っ
た
場
合
は
速
や
か
に
届
出

を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
先

市
民
保
健
課
国
保
年
金
係

　
　
　

（
窓
口
③
）☎
㉒
３
９
２
２

手
続
に
必
要
な
も
の

　

年
金
手
帳
、
本
人
・
配
偶
者
・

世
帯
主
が
離
職
し
た
場
合
、
雇
用

保
険
受
給
資
格
者
証
の
写
し
又
は

雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
の
写

し
、
認
め
印

　

20
歳
か
ら
30
歳
未
満
の
方
で
、

本
人
・
配
偶
者
の
前
年
所
得
が
一

定
額
以
下
の
場
合
に
は
、
申
請
後

に
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
の
納
付

が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

納
付
猶
予
と
な
る
所
得
の
め
や
す

　

所
得
が
（
扶
養
親
族
等
の
数
＋

１
）×

35
万
円+

22
万
円
で
計
算

し
た
額
以
下
で
あ
る
場
合
。

手
続
に
必
要
な
も
の

　

年
金
手
帳
、
本
人
・
配
偶
者
・

世
帯
主
が
離
職
し
た
場
合
、
雇
用

保
険
受
給
資
格
者
証
の
写
し
又
は

雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
の
写

し
、
認
め
印

～
未
納
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
～

・  

障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の

　

事
態
が
発
生
す
る
と
、
障
害
基

　

礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
が
受

　

け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・  

老
齢
基
礎
年
金
を
将
来
的
に
受

　

け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ
先

市
民
保
健
課
国
保
年
金
係

　
　
　

（
窓
口
③
）☎
㉒
３
９
２
２

　

３
月
か
ら
４
月
に
か
け
て
は
、

就
職
や
退
職
、
住
所
変
更
な
ど
に

よ
り
、
健
康
保
険
が
変
更
に
な
る

こ
と
が
多
い
季
節
で
す
。

　

社
会
保
険
等
の
加
入
、
脱
退
手

続
は
職
場
が
行
い
ま
す
が
、
国
民

健
康
保
険
は
自
分
で
手
続
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
切

替
忘
れ
の
な
い
よ
う
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

○
届
出
が
遅
れ
る
と

　

加
入
手
続
が
遅
れ
る
と
、
保
険

証
が
な
い
た
め
医
療
機
関
で
の
支

払
が
10
割
負
担
に
な
り
ま
す
し
、

国
民
健
康
保
険
税
を
数
か
月
分
ま

と
め
て
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

可
能
性
が
出
て
き
ま
す
。

　

ま
た
、
脱
退
の
手
続
が
遅
れ
る

と
、
国
民
健
康
保
険
税
と
社
会
保

険
料
を
二
重
に
支
払
っ
て
し
ま
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・

○
学
生
納
付
特
例
制
度

○
保
険
料
免
除
制
度

○
若
年
者
納
付
猶
予
制
度

～国民健康保険の手続チェックリスト～

すすすすすすすすすすすすす

※年金の手続が必要になる場合もありますので、年金手帳もお持ちください。

　また、全ての手続において認め印が必要になりますのでご用意ください。

□他の市区町村から転入した

□職場の保険をやめた（扶養含）

□大学などの進学のために転出する

□他の市区町村へ転出する

□職場の保険に加入した（扶養含）

□保険証をなくした

住宅用火災警報器の設置場所･取付位置･警報器の種類

　消防法改正により、すべての一般住宅に設置することが

義務づけられています。下田消防本部管内においても、今

一層の設置率の向上が望まれており、今後、世帯調査も計

画しておりますので、この機会にぜひ設置してください。

●寝室として使用する部屋　　　　

●寝室が２階以上にある場合は、その階の階段

※寝室及び階段には煙を感知するタイプの警報器の設置が

　必要です。市販されている感知器はほとんどのものが電

　池式のタイプで簡単に設置できます。

～まだ設置されていない方へ～ ～まだ設置されていない方へ～ ～まだ設置されていない方へ～ ～まだ設置されていない方へ～ ～まだ設置されていない方へ～ 

住宅用火災警報器の設置は義務です！住宅用火災警報器の設置は義務です！住宅用火災警報器の設置は義務です！住宅用火災警報器の設置は義務です！住宅用火災警報器の設置は義務です！

・設置義務化から 10 年が経とうとしています。点検ボタン

  を押すか、点検ひもをひっぱり定期的な作動確認をしてく

  ださい。また、電池切れなどで、火災を感知しなくなるこ

  とがあるため、10 年を目安に交換してください。

〈天井の場合〉

60cm以上

1.5m以上

15cm

設置可能範囲

50cm

〈壁面の場合〉エアコンなどのフキ出し口付近の取付位置

梁などがある場合の取付位置通常の壁面からの取付位置

60cm以上

火災報知器の中心を火災報知器の中心を

壁から 60cm 以上離壁から 60cm 以上離

します。します。

天井から 15 ～ 50cm天井から 15 ～ 50cm

以内に火災報知器の以内に火災報知器の

中心がくるように取中心がくるように取

り付けます。り付けます。
換気扇やエアコンの換気扇やエアコンの

吹き出し口から 1.5m吹き出し口から 1.5m

以上離します。以上離します。

火災報知器の中心を火災報知器の中心を

梁から 60cm 以上離梁から 60cm 以上離

します。します。

火災報知器の中心を

壁から 60cm 以上離

します。

天井から 15 ～ 50cm

以内に火災報知器の

中心がくるように取

り付けます。
換気扇やエアコンの

吹き出し口から 1.5m

以上離します。

火災報知器の中心を

梁から 60cm 以上離

します。

問合せ先　下田消防本部予防課　☎㉒１８４９

　３月下旬から４月初旬は、転勤や進学などにより住所

異動の届出に来庁される方が集中します。つきましては、

混雑の緩和のため下記の５日間、市民保健課市民係窓口

と国保年金係窓口の受付時間延長を行いますのでご利用

ください。

期間　３月 28日（月）～４月１日（金）

窓口延長時間　17時 15 分～ 19時

業務内容

◎市民係

転入・転出・転居等の届出、住民票・戸籍謄本・印鑑登

録証明等の交付、マイナンバーの手続　

※旅券（パスポート）の手続はできません。

◎国保年金係

国民健康保険・国民年金の加入、脱退届等

※なお、後期高齢者医療制度、介護保険、子ども医療費

　助成制度、児童手当、小中学校児童・生徒の転出入な

　どについては、通常業務時間内に手続していただくこ

　とになりますのでご了承ください。

戸籍や国民健康保険などの戸籍や国民健康保険などの

窓口受付時間を延長します窓口受付時間を延長します

戸籍や国民健康保険などの戸籍や国民健康保険などの

窓口受付時間を延長します窓口受付時間を延長します

戸籍や国民健康保険などの

窓口受付時間を延長します

３月 28 日（月）～４月１日（金）

問合せ先
市民保健課市民係（窓口②）　　　☎㉒２２１５
市民保健課国保年金係（窓口③）　☎㉒３９２２

（金）

納
期
限
内
に
納
め
ま
し
ょ
う

→加入手続（必要な物 : 身分証明書）

→加入手続（必要な物 : 職場の保険をやめた証明書）

→切替手続（必要な物 : 国保保険証、学生証等）

→脱退手続（必要な物 : 国保保険証）

→脱退手続（必要な物 : 国保と職場の両方の保険証）

→再発行手続（必要な物 : 身分証明書）
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